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康
保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の

申
請
に
所
得
証
明
や
課
税
証
明
が

必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
告
が
不
要
な
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
６
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
同
一
生
計
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
31
万
円
未
満
の
人

※
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
45
万
円
未
満
の
人

◦
税
務
署
に
確
定
申
告
す
る
人

◦
勤
務
先
な
ど
か
ら
市
役
所
に
給
与

支
払
報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
な

ど
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
人

申
告
に
必
要
な
物

　

本
人
確
認
書
類
、
個
人
番
号
確
認

書
類
、
公
的
年
金
ま
た
は
給
与
の

源
泉
徴
収
票
、
医
療
費
控
除
の
明

細
書
な
ど

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封

申
告
方
法

　

直
接
ま
た
は
郵
送

◦
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

◦
小
型
特
殊
自
動
車

◦
ミ
ニ
カ
ー

申
告
に
必
要
な
も
の

　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
、
申
告
済
証
、

本
人
確
認
書
類

※
代
理
申
請
の
場
合
、
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類

※
市
在
住
の
人
に
譲
渡
し
た
場
合
、

双
方
の
氏
名
・
住
所
・
生
年
月
日

・
連
絡
先
が
必
要
。
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
は
継
続
使
用
可

※
盗
難
に
あ
っ
た
場
合
、
警
察
へ
盗

難
届
を
提
出
の
う
え
市
役
所
で
手

続
き
が
必
要

※
申
告
済
証
を
紛
失
し
た
場
合
、
車

台
番
号
の
石
刷
り
が
必
要

◆
そ
の
ほ
か
の
車
種
の
申
請
先

　

手
続
き
方
法
は
事
前
に
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

軽
自
動
車
（
軽
三
輪
・
軽
四
輪
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
高
槻
支
所

７
年
度
市
・
府
民
税
の
申
告
は

３
月
17
日
㈪
ま
で

　

市
役
所
で
は
税
務
署
分
の
確
定
申

告
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
門

真
税
務
署
の
申
告
会
場
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

と
き

　

３
月
17
日
㈪
ま
で
の
平
日

　

午
前
９
時
～
正
午
、

　

午
後
１
時
～
５
時

※
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
申
告
期
間

は
個
別
に
指
定

と
こ
ろ

　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人

　

７
年
１
月
１
日
現
在
、
市
在
住
の

人
※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
国
民
健

原
付
バ
イ
ク
、
軽
自
動
車
な
ど

名
義
変
更
・
廃
車
の
手
続
き
は

４
月
１
日
㈫
ま
で
に

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
４
月

１
日
現
在
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２
日
以
降

に
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続
き
を
し

て
も
、
そ
の
年
度
分
は
課
税
さ
れ
、

払
い
戻
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

手
続
き
が
必
要
な
場
合

◦
譲
渡
（
名
義
変
更
）
し
た

◦
盗
難
や
解
体
な
ど
で
車
両
が
な
く

な
っ
た

◦
転
出
な
ど
で
定
置
場
が
変
わ
っ
た

※
住
民
票
の
異
動
と
は
別
に
申
告
が

必
要

◦
所
有
者
が
死
亡
し
た

◆
市
役
所
で
手
続
き
す
る
場
合

申
告
で
き
る
車
種

◦
１
２
５
㏄
以
下
の
原
動
機
付
自
転

車

◆
期
限
後
の
申
告
は
次
の
こ
と
が
遅

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

◦
個
人
市
・
府
民
税
の
税
額
決
定

◦
課
税
（
所
得
）
証
明
書
の
発
行
時

期
◦
課
税
（
所
得
）
証
明
書
へ
の
申
告

内
容
の
反
映

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

　

（
高
槻
市
大
塚
町
４
︲
20
︲
１
）

　

☎
０
５
０（
３
８
１
６
）１
８
４
１

１
２
５
㏄
超
の
軽
二
輪
、
２
５
０
㏄

超
の
二
輪
の
小
型
自
動
車

　

近
畿
運
輸
局
大
阪
運
輸
支
局

　

（
寝
屋
川
市
高
宮
栄
町
12
︲
１
）

　

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
５
８

問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
４

３
月
31
日
㈪

り
そ
な
銀
行
、
関
西
み
ら
い

銀
行
の
窓
口
収
納
を
終
了

　

り
そ
な
銀
行
、
関
西
み
ら
い
銀
行

で
の
納
付
書
を
使
用
し
た
市
税
、
保

険
料
、
保
育
料
の
窓
口
支
払
い
が
終

了
し
ま
す
。
納
付
書
裏
面
の
取
り
扱

い
金
融
機
関
に
同
行
の
印
字
が
あ
る

場
合
で
も
、
窓
口
支
払
い
は
で
き
ま

せ
ん
。
印
字
さ
れ
て
い
る
そ
の
ほ
か

金
融
機
関
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
は
引
き
続
き
利
用
で
き
ま

す
。

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
が
あ
る
納
付
書
は
同

行
で
も
対
応
可

※
市
・
府
民
税
（
特
別
徴
収
）
、
法

人
市
民
税
は
口
座
振
替
の
利
用
不

可
問
合
先

　

【
市
税
、
保
険
料
】
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

　

【
保
育
料
】
保
育
幼
稚
園
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
７
５
７

４
月
23
日
㈬

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
払
い

サ
ー
ビ
ス
が
終
了

　

納
付
書
に
サ
ー
ビ
ス
の
印
字
が
あ

る
場
合
で
も
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ　

Ｐ
ａ
ｙ

で
の
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。
コ
ン
ビ

ニ
や
銀
行
な
ど
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
先

　

【
市
税
、
保
険
料
】

　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
２
５

　

【
保
育
料
】

　

保
育
幼
稚
園
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
７
５
７

　

【
水
道
料
金
な
ど
】

　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
１

水
回
り
修
理
の
ト
ラ
ブ
ル
急
増
中

相
談
内
容

　

夜
中
に
ト
イ
レ
が
詰
ま
っ
た
の
で

修
理
を
依
頼
し
よ
う
と
、
ネ
ッ
ト

で
検
索
し
た
ら
、
広
告
に
「
９
８

０
円
か
ら
」
と
書
か
れ
て
い
る
安

価
で
修
理
で
き
そ
う
な
事
業
者
を

見
つ
け
た
の
で
依
頼
し
た
。
実
際

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
追
加
作
業
が
必

要
と
説
明
さ
れ
、
結
果
的
に
数
十

万
円
を
請
求
さ
れ
た
。

ア
ド
バ
イ
ス

　

ネ
ッ
ト
広
告
で
謳
わ
れ
て
い
る
料

金
と
実
際
に
請
求
さ
れ
る
料
金
に

乖
離
が
あ
る
場
合
、
ク
ー
リ
ン
グ

オ
フ
を
主
張
で
き
る
ケ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
が
、
応
じ
な
い
事
業
者
も

多
く
あ
り
ま
す
。
ネ
ッ
ト
検
索
で

事
業
者
を
探
せ
る
の
は
便
利
で
す

が
、
普
段
か
ら
困
っ
た
時
に
駆
け

つ
け
て
く
れ
る
信
頼
で
き
る
事
業

者
を
調
べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
請

求
料
金
に
納
得
で
き
な
い
場
合
は
、

消
費
生
活
相
談
員
を
派
遣
し
ま
す

　

高
齢
者
な
ど
の
詐
欺
被
害
を
未
然

に
防
ぐ
た
め
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
集

ま
り
の
場
に
消
費
生
活
相
談
員
を
派

遣
し
、
情
報
提
供
を
行
う
「
く
ら
し

の
講
座
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

条
件　

市
内
で
市
在
住
の
人
が
10
人

程
度
集
ま
る
集
会
な
ど

内
容

　

還
付
金
詐
欺
や
も
う
け
話
、
架
空

請
求
な
ど
の
相
談
事
例
な
ど

派
遣
時
間

　

平
日
午
前
10
時
～
午
後
４
時
の
間

で
45
分
～
２
時
間
程
度

※
そ
の
ほ
か
の
時
間
帯
や
土
曜
日
は

要
相
談

費
用　

無
料

※
会
場
費
な
ど
の
諸
経
費
は
申
込
者

が
負
担

　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら

持
ち
物　

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
な

ど
の
本
人
確
認
書
類
、
母
子
健
康

手
帳
な
ど
出
産
予
定
日
が
確
認
で

き
る
も
の

※
出
産
後
に
免
除
申
請
す
る
人
で
出

産
の
事
実
を
市
役
所
で
確
認
で
き

る
場
合
は
母
子
健
康
手
帳
は
不
要

届
出
方
法

　

届
出
書
を
持
参
ま
た
は
郵
送

※
届
出
書
は
市
民
課
窓
口
で
配
布
。

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

届
出
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
︲
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
︲
５
︲
５

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

産
前
産
後
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
の
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

多
胎
妊
娠
の
場
合
、
出
産
予
定
日

ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
カ

月
前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年
金
保

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

産
前
産
後
の
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、

保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て
年

金
受
給
額
に
反
映
し
ま
す
。

対
象

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
、

出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以

降
の
人

届
出
時
期

市役所の日曜相談窓口（３月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー ９日㈰・23日㈰午前９時～正午

業�務内容　マイナンバーカードの交
付・再交付、電子証明書の発行・
更新、暗証番号の再設定・ロック
解除、マイナンバーに関する相談
※�混雑時は待ち時間が発生する場合
あり
相談・問合先　市民課
　☎０６(６９０２)５８２１

国民年金 30日㈰
午前９時～正午

業�務内容
　国民年金加入、免除申請など
持�ち物　基礎年金番号通知書または
マイナンバーカードなど
※�離職した人は離職票、代理申請は
委任状が必要
相談・問合先　市民課
　☎０６(６９０２)６００５

市税、国民健
康保険料、後
期高齢者医療
保険料、介護
保険料納付

30日㈰
午前９時～正午
※�予約優先。市公
式LINEから予約
可。受付は２週
間前まで

持�ち物　運転免許証など本人確認が
できる物
相談・問合先　収納課
　☎０６(６９０２)５９３５

そ
の
場
で
全
額
支
払
う
こ
と
は
せ

ず
に
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

門
真
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
４
９

　質問に答えると、引っ越しや結婚など
のライフイベントに応じた手続きや持ち
物などをオンラインで調べられます。
　市ホームページや市公式LINEからも利
用できます。
問合先
　ICT推進課　☎０６(６９０２)５７９３

門真市手続き
ナビはこちら

門真市手続きナビサイト

税

金

年

金

消
費
生
活
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